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政
府
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
付
で
中
小
企
業
庁
長
官
並
び
に
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
長
よ
り
発
出
し
た
「
下
請
代

金
の
支
払
手
段
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
親
事
業
者
に
よ
る
下
請
代
金
の
支
払
に
つ
い
て
、
「
で
き
る
限
り
現
金
に
よ
る
も
の
と

す
る
こ
と
」
「
下
請
代
金
の
支
払
に
係
る
手
形
等
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
六
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
」
を
関
係
事
業
者
団
体

代
表
者
に
要
請
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
三
年
六
月
十
八
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
成
長
戦
略
実
行
計
画
」
で
は
、
「
本
年
夏

を
目
途
に
、
産
業
界
及
び
金
融
界
に
よ
る
自
主
行
動
計
画
の
策
定
を
求
め
る
こ
と
で
、
五
年
後
の
約
束
手
形
の
利
用
の
廃
止
に

向
け
た
取
組
を
促
進
す
る
。
ま
ず
は
、
下
請
代
金
の
支
払
に
係
る
約
束
手
形
の
支
払
サ
イ
ト
に
つ
い
て
六
十
日
以
内
へ
の
短
縮

化
を
推
進
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
に
公
正
取
引
委
員
会
が
公
表
し
た
「
「
手
形
が
下
請

代
金
の
支
払
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
の
指
導
基
準
の
変
更
に
つ
い
て
（
案
）
」
に
対
す
る
意
見
募
集
に
つ
い
て
」
の
中

で
、
約
束
手
形
の
指
導
基
準
（
通
知
）
を
新
設
し
、
指
導
基
準
を
「
六
十
日
」
と
す
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
意

見
募
集
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
と
お
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

下
請
代
金
の
支
払
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 
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二 

政
府
は
、
「
下
請
代
金
の
支
払
に
係
る
約
束
手
形
の
支
払
サ
イ
ト
に
つ
い
て
六
十
日
以
内
へ
の
短
縮
化
を
推
進
す
る
」
と

し
て
い
ま
す
が
、
「
六
十
日
以
内
」
と
し
た
理
由
を
示
し
て
下
さ
い
。 

三 

二
に
つ
い
て
、
今
後
、
下
請
代
金
の
支
払
期
間
を
「
六
十
日
以
内
」
か
ら
「
三
十
日
以
内
」
に
短
縮
す
る
こ
と
に
取
り
組

む
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
か
。
検
討
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
下
さ
い
。 

四 

海
外
の
企
業
間
取
引
で
は
、
取
引
の
発
生
か
ら
代
金
の
支
払
ま
で
、
概
ね
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
で
行
わ
れ
て
い
る
と
認
識

し
て
い
ま
す
か
。 

五 

わ
が
国
で
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
の
発
生
が
常
に
懸
念
さ
れ
る
状
況
で
す
。
そ
の
中
で
、
代
金
の
支
払
期
間
を
で
き
る

限
り
短
く
す
る
こ
と
は
、
企
業
経
営
の
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
、
活
力
あ
る
経
済
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
税
収

増
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
期
待
さ
れ
ま
す
。
つ
い
て
は
、
税
優
遇
な
ど
の
政
策
誘
導
も
視
野
に
入
れ
、
代
金
の
支
払
期

間
を
三
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｅ
Ｔ
三
十
の
実
現
に
向
け
て
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府

の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


